
福

岡

県

立

学

校

授

業

料

等

減

免

事

務

取

扱

要

綱

第

一

福

岡

県

立

学

校

授

業

料

等

減

免

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

福

岡

県

教

育

委

員

会

規

則

第

十

一

号

。

以

下

｢

規

則

｣

と

い

う

。

）

実

施

の

た

め

の

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

は

、
別

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

要

綱

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

第

二

規

則

第

二

条

第

三

号

の

規

定

に

よ

る

「

特

に

減

免

の

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

者

」

と

は

、

そ

の

生

活

の

困

窮

程

度

が

次

の

い

ず

れ

か

の

一

に

該

当

す

る

も

の

及

び

教

育

委

員

会

が

特

別

な

事

情

に

よ

り

減

免

の

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

者

を

い

う

。

た

だ

し

、

生

徒

が

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

第

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

被

保

護

者

で

あ

っ

て

高

等

学

校

等

就

学

費

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

者

及

び

高

等

学

校

等

就

学

支

援

金

の

支

給

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

二

年

法

律

第

十

八

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

三

条

に

規

定

す

る

高

等

学

校

等

就

学

支

援

金

（

以

下

「

就

学

支

援

金

」

と

い

う

。

）

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

者

（

た

だ

し

、

授

業

料

等

の

額

が

高

等

学

校

等

就

学

支

援

金

の

支

給

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

（

平

成

二

十

二

年

文

部

科

学

省

令

第

十

三

号

）

第

七

条

に

規

定

す

る

就

学

支

援

金

の

支

給

限

度

額

を

超

え

る

者

を

除

く

。

）

を

除

く

も

の

と

す

る

。

１

児

童

福

祉

施

設

（

母

子

生

活

支

援

施

設

を

除

く

。

）

に

入

所

し

て

い

る

者

２

生

徒

と

同

一

生

計

に

属

す

る

者

が

就

学

困

難

な

児

童

及

び

生

徒

に

係

る

就

学

援

助

に

つ

い

て

の

国

の

援

助

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

三

十

一

年

法

律

第

四

十

号

）

の

規

定

に

よ

り

市

町

村

か

ら

就

学

援

助

を

受

け

て

い

る

者

３

生

徒

と

同

一

生

計

に

属

す

る

者

が

児

童

扶

養

手

当

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

二

百

三

十

八

号

）

の

規

定

に

よ

り

児

童

扶

養

手

当

の

支

給

を

受

け

て

い

る

者

（

た

だ

し

、

一

部

支

給

停

止

者

に

つ

い

て

は

、

別

表

に

掲

げ

る

支

給

額

以

上

の

者

に

限

る

。

）

４

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

の

規

定

に

よ

り

所

得

税

を

納

付

し

な

い

こ

と

と

な

る

者

で

あ

っ

て

次

に

掲

げ

る

者

ア

そ

の

者

を

扶

養

す

る

者

が

い

な

い

者

イ

そ

の

者

を

扶

養

す

る

者

が

い

る

者

で

あ

っ

て

、

当

該

扶

養

す

る

者

が

所

得

税

法

の

規

定

に

よ

り

所

得

税

を

納

付

し

な

い

こ

と

と

な

る

者

５

生

徒

又

は

生

徒

を

扶

養

す

る

者

が

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

の

規

定

に

よ

り

市

町

村

民

税

を

納

付

し

て

い

な

い

者

又

は

市

町

村

民

税

の

均

等

割

の

み

納

付

し

て

い

る

者

６

生

徒

を

扶

養

す

る

者

が

国

民

年

金

法

（

昭

和

三

十

四

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

の

規

定

に

よ

り

国

民

年

金

の

保

険

料

の

納

付

を

免

除

さ

れ

て

い

る

者

（

た

だ

し

、

保

険

料

一

部

免

除

者

を

除

く

。

）

７

前

各

号

に

規

定

す

る

者

の

ほ

か

、

こ

れ

ら

の

者

と

同

程

度

に



生

活

に

困

窮

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

者

 
８

 

就

学

支

援

金

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

生

徒

で

、

 

 
生

徒

の

保

護

者

等

の

失

職

、

倒

産

な

ど

の

家

計

急

変

に

よ

る

経

 

 

済

的

理

由

か

ら

授

業

料

等

の

減

免

が

必

要

と

認

め

ら

れ

る

者

 

 

第

三

 

授

業

料

等

減

免

の

程

度

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

規

則

第

二

条

各

号

の

規

定

に

該

当

す

る

者

に

つ

い

て

は

、

授

業

料

等

を

免

除

す

る

。

 

 
 
 
 
 

 

第

四

 

規

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

減

免

の

取

り

止

め

、

又

は

取

り

消

し

の

事

由

を

生

じ

た

と

き

は

、

直

ち

に

教

育

委

員

会

に

事

情

を

具

申

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

第

五

 

授

業

料

等

減

免

の

許

可

を

受

け

た

者

が

課

程

を

変

更

し

た

と

き

は

、

校

長

は

「

課

程

変

更

届

」

を

教

育

委

員

会

に

申

請

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

第

六

 

規

則

第

三

条

第

一

項

第

二

号

に

よ

り

、

校

長

が

授

業

料

等

減

免

願

書

を

教

育

委

員

会

に

進

達

す

る

場

合

、

家

庭

調

書

及

び

意

見

書

の

添

付

に

つ

い

て

は

、

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 
 

な

お

、

規

則

第

二

条

第

三

号

に

規

定

す

る

者

の

授

業

料

等

減

免

願

書

を

進

達

す

る

場

合

は

、

左

記

書

類

を

提

出

さ

せ

、

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

た

だ

し

、

特

別

な

事

由

に

か

か

る

書

類

に

つ

い

て

は

、

個

別

に

協

議

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

お

っ

て

、

生

徒

が

生

活

保

護

法

第

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

被

保

護

者

で

あ

っ

て

も

高

等

学

校

等

就

学

費

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

は

、

当

該

保

護

の

実

施

機

関

の

長

の

発

行

す

る

高

等

学

校

等

就

学

費

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

を

証

明

す

る

書

類

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

１

 

要

綱

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

児

童

福
 

祉

施

設

長

が

発

行

す

る

在

園

証

明

書

 

２

 

要

綱

第

二

項

第

二

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

市

町

村

 

教

育

委

員

会

が

発

行

す

る

就

学

援

助

を

受

け

て

い

る

こ

と

を

証

明

す

る

書

類

 

３

 

要

綱

第

二

項

第

三

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

県

知

事

 

若

し

く

は

市

町

村

長

が

発

行

す

る

児

童

扶

養

手

当

証

書

 

４

 

要

綱

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

税

務

署

 

長

が

発

行

す

る

納

税

証

明

書

 

５

 

要

綱

第

二

項

第

五

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

市

町

村

 

長

が

発

行

す

る

非

課

税

証

明

書

若

し

く

は

市

町

村

民

税

徴

収

税

額

通

知

書

、

又

は

所

得

証

明

書

 

６

 

要

綱

第

二

項

第

六

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

は

、

日

本

年

 

金

機

構

理

事

長

が

発

行

す

る

保

険

料

免

除

の

決

定

通

知

書

又

は

 

該

当

通

知

書

等

の

保

険

料

の

免

除

を

証

明

す

る

書

類

 

７

 

要

綱

第

二

項

第

七

号

及

び

第

八

号

に

規

定

す

る

者

に

あ

っ

て

 

は

、

そ

の

状

態

で

あ

る

こ

と

を

証

明

す

る

書

類

 



第

七
 

規

則

第

四

条

第

二

項

の

規

定

は

、

減

免

の

事

由

が

入

学

の

月

の

前

月

ま

で

に

生

じ

た

場

合

に

適

用

す

る

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附

則
 

 

こ

の

要

綱

は

、

平

成

三

十

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

  
 

別

表

 

 

支

給

対

象

 

児

童

数

（

Ａ

）
 

 

一

部

支

給

停

止

者

の

手

当

月

額

 
 

 
 

一

人

 
 

二

八

、

四

〇

〇

円

以

上

 

 
 

二

人

 
 

三

六

、

二

五

〇

円

以

上

 

 
 

三

人

 
 

四

〇

、

九

六

〇

円

以

上

 

 
 

四

人

以

上

 
 

四

〇

、

九

六

〇

＋

｛

四

、

七

一

〇

×
 

 
 
 

（

Ａ

―

三

）

｝

円

以

上

 

 


